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「Y 問題」における被害事実と運動方針（桐原）

はじめに

精神科領域の福祉の国家資格である精神保健
福祉士は，2011 年 9 月末現在で 5 万 2035 人が
厚生労働省に登録している。精神保健福祉士は，
国家試験を受ける前に高等教育機関で指定科目
を履修する。指定科目には，精神保健福祉論な
るものがあり，そこでは，ほぼ必ず日本精神医
学ソーシャル・ワーカー協会（現，社団法人日
本精神保健福祉士協会：以下，PSW 協会）に関
する歴史として，「Y 問題」が取り上げられる。

一般に「Y 問題」とは，当時 19 歳の浪人生柳
生茂男（以下，Y）が強制入院させられた事件
のことである。Y の両親から相談をうけた大師
保健所精神衛生相談員の今井功が「親の本人の
捉え方に問題あり」「本人の性格，最近の行動，

思考内容から分裂病のはじまりのように思われ
る」と記録を付け，それに基づき本人不在のま
ま無診断で強制入院が行われた。Y は，1973 年
4 月 6 日，第 9 回 PSW 全国大会（於：横浜）の
席上で，同じ被害者を出さぬよう PSW の実践
を厳しく見つめ直してほしいと告発した（桐原 
2013:71）。
「Y 問題」に関するこれまでの研究では，「1973

年の『Y 問題』によって PSW の基本的姿勢が
問われたことを契機に，自らの専門性を反省的
に見直すなかで倫理綱領制定の必要性が認識さ
れ，多くの会員の議論を経て実現を見た」（松岡 
2009:217）という倫理綱領制定の歴史の中で取
り扱われるものや，1982 年の第 18 回日本精神
医学ソーシャル・ワーカー全国大会（於：札幌）
において，「Y 問題」が提起した課題をふまえ，「精
神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・
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社会的活動を進める」という基本方針が採択さ
れ，協会活動が正常化されることとなった（佐
藤 2001a:132）という PSW 協会の組織の存続に
かかる歴史の中で取り扱われてきた。すなわち，

「Y 問題」の歴史とは，「Y 問題」を契機に PSW
の実践を反省的に見直し，会員の議論を経て倫
理綱領の制定に至ったものとして叙述されてき
たのである。

しかし，Y 裁判を支援していた多摩川保養院
を告発し地域精神医療を考える会（以下，考え
る会）による 1976 年 7 月発行のリーフレット『こ
れが Y 事件だ』には，「地域精神医療管理体制
を批判・解体」とあり，Y が精神保健の解体を
要求していたことがわかる。ならば，PSW 協会
は，Y の要求と異なる結果をだしたことになる。

一方，社会福祉学における「Y 問題」の歴史
叙述では，Y の被害の詳述と，それに基づく要
求が示されていない。すると，社会福祉学にお
ける「Y 問題」の歴史叙述は，なぜ（Why）に
かかわる Y の要求の中身を示さないまま，Y の
被害の概略―それも論者ごとに一貫性を欠い
たもの―があって，それに PSW 協会が取り
組んだとだけ示されるような形式となっている。
PSW 協会が取り組んだのは，誰のどのような要
求に基づいているのかが記述されていないため，
Y のなんらかの求めであるとの推論を発生させ
る。すなわち，Y の被害と，それに基づく求め
についての歴史叙述がないにもかかわらず，暗
黙のまま Y の求めとして認識されてきたのであ
る。このことからは，Y の視角が不在であり，
社会福祉学の歴史認識に偏りがあることを指摘
できる。こうした歴史認識の偏りは，Yの被害と，
それに基づく要求を隠ぺいしている点で問題が
ある。

問題の解決方策には，Y の被害とそれに基づ
く要求，さらにそれ対して PSW 協会がどのよ
うに取り組んだのか，という一連の歴史叙述を
示すことが不可欠となる。このような問題に取

り組む学問として，障害学がある。障害学とは，
「障害を分析の切り口として確立する学問，思想，
知の運動である。それは従来の医療，社会福祉
の視点から障害，障害者をとらえるものではな
い。個人のインペアメント（損傷）の治療を至
上命題とする医療，『障害者すなわち障害者福祉
の対象』という枠組みからの脱却を目指す試み」

（長瀬 1999:11）である。そのため歴史の領域では，
従来の歴史に障害者の歴史を付け加えること，
さらに従来の歴史が非障害者の視点から見た歴
史であったことをあらわにする取り組みとなる

（長瀬 1999:12）。
先行研究として，桐原尚之（2013）の研究が

ある。桐原は，1975 年に PSW 協会が存続の危
機に直面し，当時「Y 問題」を面倒事としか捉
えていない PSW 協会員の多数派と「Y 問題」
に取り組むべきとする少数派の両者をまとめあ
げる必要性に迫られ，倫理綱領制定の歴史とい
う両者が納得しうる反省の歴史に書き換えたの
だと指摘している（桐原 2013）。しかし，桐原
の研究は，歴史叙述を通じて PSW 協会の取り
組みを分析したものであるため，Y の被害と，
それに基づく要求は分析の対象となっていない。

本稿では，Y の被害と，それに基づく要求を
明らかにすることによって，社会福祉学の歴史
認識に修正が必要であることを提示することを
目的とする。

研究方法は，Y に分析視角を設定し，裁判資料，
考える会の刊行物，関連文献を史料として叙述
する。被害に関する事実の叙述は，全体を通じ
て考える会による『Y 裁判闘争の 10 年の記録
―法廷証言集』に採録された裁判資料を史料
に用いる。複数の関係者の証言が異なる場合は，
両者の証言を併記する。

本稿では，一連の事件を Y 事件，Y 裁判，「Y
問題」の三つに分けて表記する。Y 事件は，
1969 年 10 月 11 日の強制入院事件及び収容中の
人権侵害事件を指し，Y 裁判は，1971 年 12 月 1
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日からの裁判を中心とした運動のことを指す。
「Y 問題」は，1973 年の告発からの一連の問題
を指し，PSW 側の見方を反映したものである。

「Y 問題」は，社会福祉学で頻繁に使用される語
であることから，そのままカッコ付で表記する。

Ⅰ．被害に関する事実

1．川崎市による強制搬送まで
Y は，本事件当時満 19 才（1950 年 6 月 15 日生）

の予備校に通いながら関西方面の大学受験を目
指す浪人生であった。しかし，Y の両親は，受
験直前に，東京か横浜の大学に進学しろと言い，
一方的にYの受験をやめさせた。そのことを巡っ
て，Y と両親は，幾度となく口論を繰り返すよ
うになった（考える会 1980b:208―209 参考）。Yは，
何度も説明を試みたが，父親は関東の大学に行
けの一点張りであった（考える会 1980b:229）。

Y の父親（以下，父親）は，勤務先の日本鋼
管の上司に相談し，付属鋼管病院の小泉（名不明）
医師を紹介された。父親は，小泉医師から「よ
く息子さんと話し合えば解決します。もし，ま
だ心配の様でしたら，川崎市の精神衛生相談セ
ンターにケースワーカーという人がおりますか
ら。相談するのも一つの方法かと思います」と
の助言を受けた（考える会 1980b:208）。家族の
話し合いは，父親の短気ですぐ怒る性格が手伝
い，言い合いになることが多かった（考える会 
1980b:229）。そのことは，後に両親が「本人は
話を聞いて欲しいと何回となく申しましたのに，
私共は話を聞こうとしないどころか，逃げ廻っ
ておりました」（考える会 1980b:3―4）と反省の
言葉を述べていることからも明らかである。一
方で父親は，よかれと思い Y に勉強部屋を与え
るため融資を受けて部屋を新築したが，Y と事
前に相談していなかったため，設計上のことで
Y を 困 ら せ る 結 果 と な っ た（ 考 え る 会 
1980b:223）。

結果として家族の話し合いは成立せず，1969
年 10 月 4 日（土），父親は，川崎市精神衛生相
談センターを訪れた。当時，Y と父親は，Y の
勉強部屋新築をめぐって感情的に対立していた。
父親は，Y との対立のうえに Y の浪人生活の不
規則な生活の状況もあって不安を抱いていた。
同センターに勤務する岩田和郎ケースワーカー
は，父親から父子の感情的対立や Y の浪人生活
の不規則な状況を聞いて，即座に「これは重症
の精神分裂症である。即時入院させなければ大
変 な こ と に な る 」 と 断 言 し た（ 考 え る 会 
1980b:211）。そして，岩田は，父親の帰り際に
向精神薬であるタキシラン 6 錠を渡した（考え
る会 1980b:260）。父親は，白衣を着て医師然と
した岩田が明確に「重症の精神分裂症だ」と断
言したため，岩田は専門医であり，その専門医
が下した診察であるから間違いはないと信じ込
んだ（考える会 1980b:211 参考）。

同日夜，父親は同センターに相談に行ったこ
とを Y の母親（以下，母親）に話した。母親は，
父親が頑固で現代的な感覚・生活様式をまった
く知らないで，Y の不規則な浪人生活を異常と
思い込み同センターに相談に行ったことに呆れ
た。そして，母親は，父親に対して家庭訪問等
は一切せぬように同センターに電話するよう促
した。父親は，これに従い同センターにその旨
の電話をした（考える会 1980b:212 参考）。

同年 10 月 6 日（月），同センターから事情を
聞いた川崎市大師保健所の精神衛生相談員であ
る今井功は，何としても Y を入院させる必要が
あるとして，岩田と相談のうえ Y 宅を訪問した。
母親は，軽卒な川崎市精神衛生相談センター及
び大師保健所の態度に強く抗議した。今井は「こ
れが私達の仕事だ」「息子さんの病気を隠し立て
するようなことは息子さん本人の為にならない」
等と言い，Y の家庭環境・生活歴・生活状況等
を強引に聞き出そうとした（考える会 1980b:28 
参考）。その際，今井は次に引用するメモを残し



立命館人間科学研究　第29号　2014.　2

52

ている。

所見　親に確固たる信念がなく，母にしても何で

も本人のいう通りにしてやっている。父は，今に

なっても背中を流してやったり，食事の好みを考

えてやったり，疲れたと本人がいえばマッサージ

してやるという子煩悩，一家の柱，中心のないと

いう印象を話の中からうけとった。母は警察など

権威にたより，相談，指示に従うが本人の反発を

かっている。父は短気ですぐカッとするというと

ころがあり，父―母の交流がとぼしく，どの程度

相違があるのかも自覚がない。（中略）本人の性格，

最近の行動，思考内容を考えると，分裂病のはじ

まりのようにも思われる。（本人は寝ていたが，

水のみにおきてきたところをみると表情が固い。）

（中略）親にもかなりの問題有（考える会 

1980b:40）

母親は，通常の父子の感情的対立や Y の不規
則な浪人生活状況を精神病と決めつけ，何がな
んでも精神病院に送り込もうとする態度を露骨
に示す今井に対して「Y の行動は何ら異常なも
のではない。浪人生活を送っている今の若者に
ありがちな生活状況に過ぎない」と強く主張し
た。そして母親は，二度と Y 宅を訪問する等の
行為をしないよう今井に要求した。これに反し
今井は「これが仕事です。また来ます」と言い
残し帰った。母親は，公的機関が動き始め，「医
師」（と母親も思っていた）から重症の精神分裂
症と決めつけられた事態になってしまったこと
に Y が強制的に入院させられないかとの不安を
感じた（考える会 1980b:231 参考）。

同年 10 月 11 日（土），Y と母親は些細な事か
ら喧嘩をした。原因は，母がご飯の支度をして
いると，Y が「なにを練っている」と尋ねたと
ころ，母が「練っているんじゃない，かきまぜ
ているんだ」と答えたことが発端である（考え
る会 1980b:230 参考）。母親は，浪人生活で精神

的安定を必要とする Y の立場を思い，自分が近
所の家に遊びに行ってしまえば喧嘩相手が無く
なって Y の癇癪も止むだろうと家を出た。しか
し，母親は，先日の今井の「また来ます」との
言葉が気になり出していた。そして，万が一，
母親の留守中に今井が再び訪れたら，それこそ
Y を精神病と決めつけ事態を更に複雑にしてし
まうと考えた。母親は，今井に「再び Y 宅には
来ない，Y を精神病扱いすることは止める」と
の確約をさせる必要があると考えて，そのまま
大師保健所に向かった（考える会 1980b:29 参
考）。

母親は，同日午後 3 時前に大師保健所に着い
た。そこでは，保健婦（現保健師）の北浦美智
子が対応した。母親は，これまでの経過を説明し，
Y 宅への訪問をしないように求めた。その際，
母親は，Y の浪人生活，Y が肩と腰を痛めその
関係で気分が多少イライラしているらしい点も
ある旨を告げた。北浦は，そういうことなら早
く Y を入院させ肩と腰を治療させた方が良いと
言った。さらに北浦は，保健所でも良い総合病
院を紹介できるから夕方に両親で来てほしいと
言った。母親は，この際，良い総合病院を紹介
してもらい Y の肩と腰を治療した方がいいと決
心した（考える会 1980b:232―233 参考）。

同日夕刻，母親は，父親と共に再び大師保健
所を訪れ，総合病院の紹介を求めた（考える会 
1980b:222 参考）

一方，大師保健所は，母親が相談に来たとき
には，すでに Y を精神障害者として把握し，両
親の考えとは別に精神病院に強制入院する準備
を進めていた。同日午後 3 時頃，北浦は，栗田
病院等に保護室の空き状況と往診状況の確認を
した。午後 5 時頃に栗田病院から保護室は満床
で，往診もできないと返答があった（考える会 
1980b:40―41 参考）。また，北浦は，川崎市精神
衛生相談センターの岩田に問い合わせ，父親に
よる過去の相談記録の確認をした。その際に，
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多摩川保健所勤務の下川雅弘が川崎市精神衛生
相談センターに居合わせ，自己判断で受け入れ
可能な精神病院を探す手伝いを始めた。その後，
下川は，大師保健所に行き，入院までの一連の
動きに加わることになる。なお，下川が大師保
健所に着いたとき「母親が精神病院への入院に
同意しているかは疑わしい様子であった」と後
に述べている（考える会 1980b:89）。

北浦は，医師であり大師保健所保健予防課長
である井沢（名不明）に電話で応援を求めた。
そして，午後 5 時過ぎに，多摩川保養院が当日
でも入院できることを確認した。このとき，井
沢が多摩川保養院までの入院雑務の責任者と
なった。井沢は，午後 5 時を過ぎると精神病院
の当日入院が難しくなるため，警察の応援を求
めることを決めた。その際，下川が父親を連れ
て川崎警察署に出向き，移送上の保護と称して，
警察の応援を求めた（考える会 1980b:88 参考）。
井沢，北浦，母親の 3 人も車で Y 宅へ向かった。
途中，北浦は，母親に車から降りるように指示し，
母親は，疑問に思いながらも車を降りた。下川
と警察官の中島（名不明），出水田（名不明）は，
井沢，北浦と Y 宅周辺で落ち合い，Y を入院さ
せるにあたって，Y が暴れたら警察が押さえつ
けるという段取りの確認をした（考える会 
1980b:102 参考）。

同日午後 7 時 30 分頃，井沢，下川，北浦，中
島は，Y 宅に押し入って居間のテレビ周辺にい
た Y に対し，10 分余りにわたって「こんなに暴
れてどうするの」「おとなしく病院に行って治療
を受けよう」と説得した（考える会 1980b:90）。
Y は，井沢，下川，北浦らの身分を問うた上で，
病院に行く必要がない旨の説明をした。途中，
Y が「あんたに関係ない」と言い，トイレの方
に向かって，その場を立ち去ろうとしたところ，
下川が力ずくで抑えかかった。Y が下川の手を
振り払ったところ，中島が Y を取り押さえよう
とし，その後，外で待機していた出水田が Y に

手錠をかけた。そのまま，Y は車に乗せられ，
多摩川保養院に向かうことになった（考える会 
1980b:99―101 参考）。

2．多摩川保養院への収容から脱出まで
多摩川保養院に到着してからすぐ，看護職員

が父親に対して入院に必要な書類上の手続きを
とらせた。その間，Y は診察を受けることもな
く廊下で待たされていた（考える会 1980b:216 
参考）。やがて，2 階から男性がやってきて，病
棟の方に Y を連れていった。その後，Y は，医
師の診察を受けることなく，看護職員から鎮静
剤であるプロールクロルマジンを注射され，そ
のまま意識を失った（考える会 1980b:29 参考）。

気が付くと，Y は，保護室（現，隔離室）に
閉じ込められていた。約 3 坪程の狭い室で，便
所が設えつけられてあった。ドアは施錠されて
おり，外部に出られない。食事も特別な差し入
れ口から入れられ，外部との接触は一切できな
いようになっていた。採光が悪く薄暗い室内に
布団が敷かれているのみであった（考える会 
1980b:30 参考）。

10 月 13 日午前，Y は保護室を出たが，保護
室から出た後も施錠された病棟であることに変
わりはなく，Y の苦痛は続いた。夜は，狭い室
内に足の踏み場もないほど多数の者と一緒に寝
かせられた。朝起床時から夜就寝するまで規則
の名の下に画一的に管理され，生活の全てにわ
たって看護職員から監視，干渉された。また，
少しでもこれに従わない態度を示すと，制裁や
懲罰が下された（考える会 1980b:30―31 参考）。

病棟内では，入院者に対して大量の投薬が施
されていた。それは，食事前に薬を飲まない者
は食事を与えないという強制的な投薬であった。
しかし，それでも飲まない者に対しては，看護
職員が無理矢理薬を飲ませていた。Y は多摩川
保養院に監禁中，看護職員から強引に口をこじ
開けるなどの強制的な投薬を施されていた。加
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えて，度重なる注射により，胃がただれ，急激
な食欲の減退をきたした。体の衰弱に加え，大
量の投薬の為，意識も常に不鮮明な状態となり，
歩行，呼吸すら困難な状態に陥ったのである。
更に監禁後間もなく，1 週間位の間は排尿，排
便も思うように為せず，腹痛が断えない状態が
続いた。胃腸のただれ，食事内容の悪さによる
食欲減退も手伝い，Y は常に空腹な状態となっ
た。他方，普段は主食類についての差し入れが
禁止され，オヤツ類についても，決められた短
時間内に僅かな量が許されるのみであった。Y
の場合，両親が面会に訪れた際に院外から主食
類を買い求め食べることが許されていた。その
ため Y は，面会の際に買い求めてきた主食類を
2 食分も 3 食分も 1 度に食べ尽くしてしまう状
態であった（考える会 1980b:31 参考）。

また，Y は生活指導と称した院内清掃を強制
的に割当てられた。そして，看護職員の厳しい
監視の下に，毎日トイレ，廊下を清掃させられた。
Y は，看護職員に反抗した場合に課せられる不
利益の数々を考え，毎日の強制使役に従事した

（考える会 1980b:31―32 参考）。
Y は，多摩川保養院から逃れるために，外部

と連絡を取って実情を訴えようと試みたが，あ
まりに困難であった。監禁後 1 週間は，理由の
如何を問わず外部と接触が許されなかった。そ
れ以降も，Y が院内の実情を父母に訴えようと
しても，看護職員の監視下における面会が許さ
れるのみであった。Y は，看護職員から懲罰や，
長期監禁を暗にほのめかす態度を見せられ，父
母が帰された後を思うと，なかなか真実を訴え
られなかった。手紙による連絡は，すべて事前
に検閲された。Y が不当な監禁に耐えられずに
母親に対し実情を訴える手紙を書いた際にも，

「入院の理由が分らない，主治医の松永医師も理
由を教えてくれない。退院の手続きを至急執る
ようにして欲しい。保養院の食事のまずさは特
別だ」との文言はマジックで消され，無内容な

ものに変えられてしまった（考える会 1980b:31 
参考）。

10 月 27 日，Y は，「①ここは精神病院である
こと，②ここを出るには，行政側の出したメモ
や保健所を追求する以外にないこと」などを書
いた手紙を作成し，ワイシャツのカラー内に入
れ込んだ。そして，母親が面会に来た際に，看
護職員らに見つかることなく，洗濯物と一緒に
渡すことに成功した。母親は，ワイシャツのカ
ラー内のメモを発見し，多摩川保養院内におけ
る監禁の実情を知った。その後，一刻も早く Y
を退院させなければならないと決心した（考え
る会 1980b:29 参考）。

10 月 28 日，母親は，Y の主治医である松永
昇医師に対して Y を入院させた理由を尋ね，Y
を退院させる手続きを求めた。しかし，松永は
まったく取り合おうとしなかった。11 月 5 日，
母親は大師保健所に行ったが，今井は「とにか
く何の病気であれ病院に入院したのだから良い
だろう」「何なら八王子の病院にまわす」などと
言い，しまいには母親までも精神病者扱いして
きた（考える会 1980b:29 参考）。

そのころ，Y は同室の患者から「転院の名目
なら退院できるのでは」と退院のための知恵を
教えてもらっていた。両親が転院を要求したと
ころ，多摩川保養院，大師保健所とも応じない
わけにはいかなくなり，11 月 19 日，ついに「転
院」を名目に退院となった（考える会 1980b:29 
参考）。

3．Y裁判闘争
Y は，退院してからしばらく，強制入院によ

る身体的精神的苦痛から立ち直れずにいた。
1970 年 2 月，母親は，Y の受けた被害について，
川崎市の法律相談所へ相談しに行った。しかし，
法律相談とは別の所に案内され，そのまま川崎
市精神衛生相談センターに連れて行かれた。そ
こには，川崎市精神衛生相談センター所長の岡
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上和雄と岩田，今井がいて，「Y が精神病である」
「手錠をかけたのは警察だから保健所は関係な
い」として応じようとしなかった（考える会 
1980b:241―242）。1970 年 4 月，Y は，この問題
を横浜地方法務局人権擁護課に訴えた。1970 年
9月，同課は一定の調査を終え，Yの入院にあたっ
て両親の同意がなかった点と入院にあたって診
察をしなかった点で手続き上の違反があったこ
とを認め，多摩川保養院に注意をした。だが，
同課は，Y に対して「あとは黙っていた方が得だ」
と言った。Y は，これ以上同課を頼っても進展
は期待できないと判断した。Y は，1971 年 5 月
に多摩川保養院に質問状を送った。それに対し
て多摩川保養院からは回答がなかった。そのた
め，1971 年 12 月 1 日，Y は多摩川保養院を相
手どって横浜地方裁判所に民事訴訟を提訴した

（吉田 1975:3―4 参考）。
Y は，精神病でないにもかかわらず，医師の

資格のない者の診断を根拠に医師の診察もなく
強制入院させられたことによる精神的かつ身体
的な損害に対し，金 100 万円の慰謝料を求め提
訴した。多摩川保養院は，1972 年 3 月 13 日付
準備書面で「川崎市精神衛生相談センターから
送致された資料の記載から精神分裂病の疑いを
もつに相応しく，Y は精神病であり，保護義務
者の同意のある同意入院（精神衛生法 33 条）と
したまでで違法性は認められない」と答弁した

（吉田 1975:13）。すると，裁判の争点は，① Y
が精神病であるか否か，②入院時の Y に対する
医師の診断の有無，③未成年者は両親の同意を
要する同意入院が，片親（父親）の同意だけで
実行されたことの違法性の確認の 3 点に焦点化
していった。

①については，Y が精神病であるか否かは，
診断の有り様の妥当性をめぐる弁論もなされた
が，法律上の判断が難しく，結果は曖昧なもの
にとどまった。

②については，1972 年 1 月 17 日付の多摩川

保養院の答弁書に「同日原告を入院せしめ，翌
日被告方勤務医鈴木一郎，翌々日同松永昇が各
診察した結果，自閉・発作性躁暴・被害妄想・
病識欠如等の症状の存在を認め，一応精神分裂
病と診断された」とあることから，いずれも診
察したのが入院前ではなく，翌日，翌々日とさ
れており，入院に際して診察をしていないこと
が示された。だが，多摩川保養院は，同年 4 月
11 日付準備書面で，入院前に診察があったと主
張を変えた。同準備書面によると，鎮静剤であ
るクロールブロマジンを診察しないまま投薬す
ることはあり得ないため，若い当直医が病名を
確定せずに精神障害のみを診断し処置をとった
ことから，診断があったと説明されている。そ
うしたこともあり，入院時の Y に対する医師の
診断の有無は，事実の証明が難しく，証言に頼
らざるを得なくなった。証言としては，当時多
摩川保養院の看護職員であった小坂が「丹羽さ
んという看護婦さんから，当時，池田さんがまっ
すぐ連れてきたから悪いんだという形で話して
いました」「看護者が玄関まで迎えに行きまして
一応入院となっている人を階段を上ってそのま
ままっすぐ病棟の方へ連れて行くということで
す」と証言している（考える会 1980:177）。また，
当直医であった中村医師は，Y への診察を覚え
てないと証言している（考える会 1980b:118）。
しかし裁判所は，証言から診察がなかった可能
性を認めつつも，一方で父親と母親の証言を疑
う様子もあり，事実認定にまでは至らなかった。

③については，多摩川保養院が行政から片親
の同意で同意入院は可能として指導されてきた
経緯があるから，違法であることを知り得なかっ
たため，責任はないと主張した。しかし，多摩
川保養院の山本薬局長は「未成年の場合，父母
が共同で親権を行使するため，二人の同意がな
いと同意入院できないことを以前から知ってい
た」と証言した（考える会 1980b:183）。また，
同意書の様式が，片親のみの氏名の記載を想定



立命館人間科学研究　第29号　2014.　2

56

した構造であった。多摩川保養院は，1972 年 3
月 13 日付準備書面で「Y の常軌を逸した言動と
両親の保護義務怠慢が同意入院を必要ならしめた
主因であり，その同意の不備は Y の過失である」
と過失相殺を主張した（考える会 1980b:16）。だ
が，両親の同意ではないという手続き上の不備
は認めざるを得なかったため，この点に関して
のみ，事実として認定されるに至った。

Y は，誤診の事実認定を眼目としていたが，
裁判所による事実認定には至らなかった。一方，
同意の部分に関しては，病院側に過失があった
ことが明白であるにもかかわらず，裁判上は形
式的な不備として片付けられてしまう可能性が
あった。裁判所の判決に委ねたなら，Y が勝ち
うるのは同意の不備の点でしかあり得ないこと
が想定されたため，和解の中で有利な条件を選
ぶ方針で進められた。Y は，和解について，①
和解金として，200 万円を支払うこと，②母親
の同意を得ず，父親の真意に基づく同意を得な
かったこと，③入院前の診察診断を行わなかっ
たこと，④原告は精神病ではないこと，⑤被告
は原告のカルテ等一切を破棄することを主張し
た。1979 年 5 月 8 日，Y は，和解に向けて主張
したが，多摩川保養院は「精神病ではなかった
こと」の明記を決して認めず，最後まで固執した。

1979 年 5 月 8 日，次の引用を含む和解書のと
りかわしで一応の終結をむかえた。

和解条項

1　被告は原告に対し，和解金として 170 万円を

昭和 54 年 5 月末日限り，原告代理人木村壮事務

所に持参または送金して支払う。

2　本件紛争は，母親の同意を得ず，かつ外部の

誤った情報に基づき，精神障害があるものと疑わ

れた不幸な事件であったが，原告が社会人として

円満な社会生活を営んでいるということに鑑み，

ここに和解金の授受をもって本件紛争を終了させ

ることとする。

3　被告は，直ちに原告に係る診療記録一切を廃

棄する。

4　原告は被告に対し，今後，被告の病院に対す

る関係で本件紛争に関し，攻撃的言動をしない。

5　原告と被告との間には，本和解条項に定める

外に，何らの債権債務のないことを相互に確認す

る。

6　原告は，その余の請求を放棄する。

7　訴訟費用は各自弁とする。（考える会 1980b:257

―258）

事件から10年目のことであった。裁判終結後，
Y は和解条項である「外部の誤った情報に基づ
き，精神障害があるものと疑われた」の部分を
使って，川崎市への責任の追及のため行政交渉
を継続していった。

Ⅱ．Yの要求

1．時代と社会的背景
Y の要求や闘争方針は，時代背景や支援者の

会である考える会との関係や影響と決して無関
係ではない。そのため，時代と社会的背景を踏
まえる必要がある。ここでは，時代と社会的背
景について記述する。

まず，1950 年から 1970 年までの日本の精神
医療の変遷を簡単にまとめる。1940 年，第二次
世界大戦の影響で精神病床数は，2 万 5 千床に
まで減少した。敗戦後，間もなくの 1949 年，私
立の精神病院の連合組織である日本精神病院協
会が発足し，金子準二を筆頭に精神衛生法案を
まとめて提言する。1950 年，日本精神病院協会
の提言を受けて精神衛生法が国会で成立する。
そのころ，精神科領域の治療法として俗にロボ
トミーと称される精神外科手術がとり入れられ，
国立武蔵野療養所（現国立精神神経研究センター
病院）では，1949 年頃から施術が開始されてい
る。そして，「脳手術の終わった患者を再教育す
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る取り組み」が考案され，1951 年には，「意思
疎通性を恢復した後，その後の人間らしい生活
の躾を作ることを重要目的」として外科病棟が
設置された。このときの動きが後の生活療法の
基礎である生活指導が生まれる契機となった（国
立武蔵野療養所の年報，藤沢 1998:296―297 に引
用）。1956 年，小林八郎によって生活療法が提
唱される。生活療法は，生活指導，レクレーショ
ン療法，作業療法の 3 要素から成り，精神療法，
薬物治療と並ぶ治療法のひとつとして位置づけ
られた。

丁度，同時期となる 1955 年に，向精神薬であ
るプロールプロマジンが薬物療法としてとり入
れられている。1958 年，いわゆる医療法精神科
特例が施行される。医療法精神科特例は，医師
及び看護師の人員を一般病床と比べて少なくて
よいとしたものである。これは，精神病床の増
床政策の一環であり，その影響もあってか，
1955 年の全国の精神科の病床数が 4 万 5 千床で
あったのに対し，10 年後の 1965 年には 17 万 3
千床にまでに増えている。

1963 年，退院を促進し，退院した後の地域で
の支援を行い，再入院を減らそうと，群馬大学
の江熊要一によって生活臨床が提唱される。生
活臨床の提唱に伴い，群馬大学は精神病棟の全
開放に取り組むなど，後の開放化運動の道筋を
作る。こうした生活臨床は，保健婦（現保健師）
に受け入れられていく。その背景には，地域で
保健活動を展開する保健婦（現保健師）などで
構成する日本医療社会事業家協会が 1958 年に職
能団体から普及啓発組織へ改組し，精神科領域
のソーシャルワーカーが集い身分法の要求を目
的とする職能団体の結成を準備していたことが
ある。これが，1963 年に日本精神科ソーシャル・
ワーカー協会の結成というかたちに結実する。

少し戻って 1961 年，法制審議会で刑法改正準
備草案が出されるなど，刑法改正による保安処
分の新設が本格化してきた頃，日本精神神経学

会は，精神衛生法改正に関する小委員会を設置
し，精神衛生法改正に向けた提言を準備した。
1964 年 3 月 24 日，ライシャワー駐日米国大使
が大師館本館ロビーで精神障害者の少年に刃物
で右股を刺されるという事件が起き，当時の国
家公安委員長が高度な政治的判断で辞任に追い
込まれた。警察庁は，厚生省（現厚生労働省）
に対して，警察への通報を義務付けた精神衛生
法改正を要請した。日本精神神経学会は，精神
衛生法改正が治安的性格の強いものになること
を懸念し，精神衛生法特別委員会を設置して，
提言を続けた。また，精神障害者の家族会は，
全国組織として全国精神障害者家族会連合会を
結成し，同時期に結成した PSW 協会や日本精
神神経学会とともに治安的性格ではなく，地域
相談を強化するように要求した。こうして出来
上がったのが，1965 年の精神衛生法である（守
屋 2003:382―384 参考）。1965 年の精神衛生法で
は，精神衛生相談員を保健所に配置し，地域に
おける相談業務を担うものと規定した。

そのときの日本精神神経学会で精神衛生法改
正の最終的な法案の修正に大きく貢献したのは，
秋元波留夫（東京大学教授），台弘（群馬大学教
授），江副勉（松沢病院長），内村祐之（精神衛
生審議会長）である。尚，台は，群馬大学に江
熊を呼んだ人物である。

こうした取り組みは，とりわけて東京大学精
神医学教室を中心に日本共産党系の運動とも関
係しつつ進められてきた。やがて，日本共産党
系の運動に疑義を呈す立場として新左翼の運動
が大規模な学生運動を巻き起こす。

1968 年 1 月，東京大学医学部自治会と青年医
師連合（1967 年度卒業生）が，医学部教授会お
よび病院にたいし，インターン制度にかわる登
録医制度反対のため無期限ストライキに突入す
る。2月19日，上田病院長と交渉を持つため学生・
研修医が春見医局長にかけあった際に暴力が
あったとされ（春見事件），3 月 11 日，4 名の退
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学を含む 17 名の処分が確定する。だが，3 月 26
日に処分された学生の 1 名が，事件と同じ時間
に久留米市にいたことが立証され，医学部学生
のストライキ闘争に賛同した学生有志で，「医闘
争支援全東大共闘連絡会議」が結成され，これ
を契機にして不当処分白紙撤回闘争が開始され
る。そのまま安田講堂を一時占拠し，翌日 27 日
に予定されていた卒業式の実力阻止に入る。5
月 10 日，登録医制度を実質化する医師法一部改
正（案）が参議院本会議で可決する。6 月 15 日，
安田講堂を学生数十名で占拠する。7 月 5 日，
大学院生が東大全学闘争連合（全闘連）を結成
する。10 月 14 日，精神科医局が解散され，10
月 21 日に東大精神科医師連合を結成する。11
月7日，台主任教授が不信任となる。1969年4月，
東大精神科医師連合は，8 名の助手の公選をめ
ぐって分裂し，台と 8 名の助手が外来に引いて
いく。5 月，日本精神神経学会金沢大会が開催
され，医局講座制の廃止を求める改革派の精神
科医―青年医師連合の活動家―が中心と
なって台理事長及び理事会を不信任にする。9
月 8 日には，自主管理闘争が開始され，やがて，
東京大学精神神経科病棟（通称：赤レンガ病棟）
を占拠―自主管理―する。1974 年，法制審
議会で保安処分を規定した改正刑法草案を最終
答申したが，赤レンガ病棟は，こうした保安処
分に反対する社会運動の拠点としても機能して
いくことになった。だが，1978 年 1 月になって
産経新聞社が「反赤レンガ病棟キャンペーン」
を展開し，3 月に医学部と赤レンガ病棟のスタッ
フの間で確認書が取り交わされる。後に森山公
夫，吉田哲夫，富田三樹生が助手に就任し，自
主管理の一部解除という流れとなる。

ところで，Y の補佐人を務めた吉田哲雄と意
見書を出した西山詮は，改革派の精神科医であ
る。また，1971 年から改革派の精神科医は，烏
山病院裁判の支援をしていた。烏山病院裁判と
は，烏山病院勤務の若い医師が解雇されたこと

に端を発し，解雇の取り消しを求めた裁判のこ
とである。Y 裁判の原告代理人である近藤勝と
木村壮は，烏山病院裁判の原告代理人をしてい
た弁護士である。このことから Y は，改革派の
精神科医とのつながりの中で「Y 問題」を提起
したことがわかる。それは，生活臨床や 1965 年
の精神衛生法を作ってきた流とは大筋で異なる
流であるといえる。

2．Yの要求と意図
Y は，一貫して強制入院の被害を訴えたわけ

であるが，決して自身の被害のみを取り上げて
いたわけではない。Y は，次に引用するスロー
ガンの通り，自らの経験から精神衛生体制その
ものを問題として捉え，解体を目指していたの
である。

スローガン

（1）Y 裁判斗争勝利

（2）川崎市―神奈川県―警察権力―多摩川保養院

による Y 氏への保安処分糾弾！

（3）地域―行政―精神病院を結ぶ保安処分体制づ

くり粉砕！

（4）地域精神医療管理体制を批判・解体せよ！

（5）刑法改正―保安処分新設阻止！（考える会，

1976）

吉田哲雄は，1965 年以降の精神衛生法体制を
地域精神衛生網の問題として説明している。確
かに 1965 年の精神衛生法は，入院医療中心の治
療体制から地域におけるケアを中心とする体制
への変換を果たした。しかし，Y 事件の通り，
精神衛生相談センターから保健所，保健所から
―時に警察を加えて―精神病院という一連
の連鎖があり，その枠内における精神病院の位
置づけが，従来のそれと大差がない。なにより，
精神病院と精神衛生法には，迷惑な人間は閉じ
込めるといった患者以外の人のための収容とい
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う社会防衛的な性格がある。その場合，地域や
保健所は，精神病院への入院ルートに過ぎない。
むしろ，これまで以上に入院ルートが増えるこ
とは，決して社会防衛的な性格を弱めることに
ならないわけである（吉田 1975:6―8 参考）。

当然ながら精神病院の実態を目の当たりにし
た Y にとって，これら一連の精神医学に内在す
る問題は，精神衛生体制そのものの問題として
理解されたであろう。とりわけて，Y は，裁判
で誤診の事実認定を求めていたため，自分が精
神病ではない，という思いがあったと考えられ
る。それでも Y は，精神病ではない人は精神病
院に閉じ込められるべきではないが，精神病の
人は精神病院に閉じ込められてもいいと考えて
いたわけではない。むしろ，精神病という診断
が強制入院を正当化する機能があること自体を
問題と考えていたようである。このことから Y
は，一度精神病と決めつけられたら，誰もがそ
れを疑わず，閉じ込めが正当化されていく一連
の構造に反対し闘ったと説明することができる。

また，先述の一連の構造は，1974 年の改正刑
法草案に規定された保安処分に対しても同じこ
とがいえる。なぜなら，保安処分は，犯罪をす
る可能性のある人間の予防拘禁を定めており，
犯罪をする可能性のある人間の割り出し方が精
神医学鑑定という医師の判断に委ねられている
ためである。医師の判断によって誰もがそれを
疑うことなく拘禁が正当化されるわけであり，
精神衛生体制と保安処分は，同じような構造だ
といえる。同様の原理に基づく刑法改正による
保安処分新設を阻止することは，第二の Y を作
らないための Y の闘争の目的となった。

Ⅲ．考察

先行研究の中には，被害事実の概略を示した
ものがある。ひとつは，PSW 協会が編集する『生
涯研修制度共通テキスト第 1 巻』の中の記述で

あり，次に引用するものである。

大学受験を控えていた Y さんは，受験への精神

的負担と腰痛による身体的負担が重なり，それが

要因となって親子関係に影響を及ぼし，親子げん

かなど家庭内に緊張が生じていた。心配した家族

が知り合いの医師や保健所，精神衛生相談所の精

神科ソーシャルワーカーに相談したところ，保健

所の精神科ソーシャルワーカーが，本人の意向を

いっさい聞くことなく，警察の応援のもとに，無

抵抗の本人を「家庭内で親に暴力をふるい，親が

対処できずに困っている」という理由で精神病院

に入院させた。

○事件の特徴（中略）入院までの経緯において，

PSW の行為は精神衛生法上問題はないこと。（社

団法人日本精神保健福祉士協会 2008:4）

この引用の記述は，親が保健所に相談に行っ
た動機と経緯の概略から始まり，次に警察の応
援のもとに入院させたという被害事実の一部が
示される。そして，相談にかかわった精神衛生
相談員に対しては，精神衛生法上問題のない行
為としている。

Y は受験を控えて精神的に負担がかかってい
た，そして，それが要因となって親子関係が悪
くなった，という一連の親が相談に行った動機
に関する記述は，次に説明する 2 つのことから
歴史認識に修正が必要であるといえる。

1 つ目は，親の視角から Y の被害の概略を示
すことが方法論的に妥当であるか，ということ
である。確かに Y と両親は，Y の受験をやめさ
せたことを巡って幾度となく口論を繰り返して
いた。そのこともあって父親は，勤務先の上司
に相談し，小泉医師を紹介された。ただ，小泉
医師は，「よく息子さんと話し合えば解決します」
と助言しており，その家族の話し合いが成立し
なかったのは，父親が短気ですぐ怒るためとい
える。加えて，父親は，Y が希望している関西
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の大学での受験をお金がないことを理由に一方
的に取り消したが，一方で，よかれと思い Y に
勉強部屋を与えるため融資を受けて部屋を新築
している。どうして改築費用に融資を受けられ
るのに関西の大学に行くお金がないというのか
など，父親の行動には，一貫性のなさが確認で
きる。このように親子が利害対立関係にある意
見が一部食い違う場面では，親の見解のみを取
り出して叙述することは，片方の立場を隠ぺい
することにつながる。また，被害は，ふつう被
害者の供述が一次史料となり，親の供述やその
他の証拠は，一次史料を根拠づける二次史料と
なる。ところが，引用の記述は，二次史料とさ
れるべき記述を前提的に取り扱っている。その
ため，方法論として誠実性を欠いているといわ
なければならない。以上のことから，Y の視角
から被害の概略は示されなければならず，親の
見解だけを反映させた現状の社会福祉学の歴史
認識には，修正が必要となる。

2 つ目は，そもそも精神病でない Y の精神的
負担が，相談の動機として示されるべきなのか
ということである。引用の書きぶりは，Y がな
んらかの精神的な問題を抱えていたかのように
読める。また，精神的な問題を抱えていたかは
別としても，親子関係の悪化の原因が Y の心身
の状態に由来するものと読める。このことは，
Y が裁判所に誤診の事実認定を求めたこと―
そして，被告は和解調書で「外部の誤った情報
に基づき，精神障害があるものと疑われた」と
認めたこと―を踏まえれば，慎重に記述され
なければならないはずである。そもそも Y 事件
は，精神衛生相談員が Y に対して先入観で精神
病と決めつけたことに端を発している。そして，
警察官，精神科医，Y の友人までもが，第三者
の証言を基に Y の言動が普通ではないと信じ込
み，Y を精神病であると決めつけていた。Y は，
このように一度，精神病と決めつけられると，
閉じ込めが正当化される構造に反対して闘った

のである。それにもかかわらず，引用の記述では，
あたかもYに原因があるように記述されている。
少なくとも，引用の記述は，親子関係の悪化の
原因を Y の心身の状態に求めており，Y の求め
るところと違うばかりか，和解調書を踏まえた
記述ともいえない。以上のことから，Y の求め
と異なり，和解調書を踏まえない現状の社会福
祉学の歴史認識には，修正が必要となる。

次に，Y が精神衛生体制の解体を求めていた
事実を明記することによって，社会福祉学の歴
史認識を修正する必要があることを説明する。

『PSW 通信 50・51 合併号』では，「『Y 問題』は，
現行精神衛生法に則って行った PSW の行為自
体が，対象者の人権や生活を侵す行為にそのま
ま重なってくるという厳しい現実を提起したも
のでした」（PSW 通信 1981:9）との記述がある。
確かに，法そのものに問題があるから合法的な
活動をしようとも人権侵害してしまうというこ
とが考えられる。ただ，Y は，第 9 回 PSW 大
会の席上で「第二，第三の私を生み出さないた
めにも，自らの実践を厳しく見つめ，共にこの
闘いに参加されることを，切にお願いします」

（佐藤 2009:130）」と呼びかけており，精神衛生
法体制の中で実践することそのものを問うたわ
けである。だとしたら，法律違反の有無の問題
ではないし，また，法そのものの問題というわ
けでもない。Y の求めをそのまま実現するとし
たら精神衛生相談員や精神保健福祉士を含む精
神衛生体制ごと解体されなければならないので
ある。ところが，PSW 協会は，解体ではなく倫
理綱領制定というかたちで精神保健体制を存続
させたわけである。もちろん，ここでは，それ
自体を批判の対象としていない。ここで批判の
対象としているのは，社会福祉学の歴史叙述が，
Y の求めを示さずに，あくまで地域精神保健活
動を引き受ける精神衛生相談員の供給に基づい
て精神衛生体制の存続を求めたものでありなが
ら，まるで Y の求めに応じたかのように倫理綱
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領制定の歴史を示してきたことである。このよ
うな社会福祉学の歴史認識は，Y の求めを示さ
ないことで精神衛生体制の存続を理論的に可能
としてきたのであり，Y の求めとの相対化を通
じた歴史認識へと修正される必要がある。

Ⅳ．まとめ

これまでの「Y 問題」に関する研究は，Y の
被害と，それに基づく要求を不明にしたまま，
PSW の実践を反省的に見直し，会員の議論を経
て倫理綱領の制定に至ったという歴史として叙
述されてきたため，誰のどのような求めとして
倫理綱領の制定に至ったかが不明であるなど社
会福祉学の歴史認識に偏りが認められた。

そこで，社会的背景を踏まえつつ，Y の被害と，
それに基づく要求の歴史叙述をした結果，社会
福祉学は，親の供述を基に親子関係悪化の原因
を Y の心身に求め，Y が精神衛生体制の解体を
求めてきた事実を示さず，Y の求めであったか
のように倫理綱領制定の歴史を叙述してきたこ
とがわかった。これらは，Y の視角の不在が招
いた歴史認識の誤りであり，Y は精神病でなく，
親子関係の悪化は Y の心身の状態に由来するも
のでなく，Y の求めに反する結果を PSW 協会
が出したという点で，社会福祉学の歴史認識に
は修正が必要であることを明らかにした。
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「Y 問題」における被害事実と運動方針（桐原）

Article

The Records of the Injuries and Movement Target of 
the Problem Y: What Did Y Movement Target?

KIRIHARA Naoyuki
（Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences, Ritsumeikan University）

The goal of thisstudy is to rectify the historical understanding of the study of social welfare 
regarding an important incident known in Japanese mental health circles as “Problem Y.”The 
name refers to an incident in 1969, in which a young man from Kawasaki known as “Y” was 
diagnosed with schizophrenia by a psychiatric social worker（PSW）. Based on that diagnosis, 
and without the diagnosis of a physician, “Y” was involuntarily admitted to a psychiatric hospital. 
The incident was used as an opportunity to review PSW expertise and to implement a code of 
ethics. However, no detailed research into the extent of the damage done to “Y” was undertaken, 
and what needed to be done for whom was only vaguely defined. By determining theextent of 
the damage done to Y and his subsequent needsarising from those injuries, this study found 
that it was an error to enact a code of ethics with no confirmation of the facts regarding the “Y” 
incident. The mistake lay in the absence of “Y’s” perspective on the situation, and the historical 
understanding of the study of social welfare must be amended.

Key Words :   disability studies, problem Y, psycho-socially disabled people, psychiatric social worker, 
social movement
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